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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
光 源 か ら の 光 を 試 料 に 対 し て 集 束 さ せ て 該 試 料 か ら の 反 射 光 を 取 り 込 む 対 物 レ ン ズ と 、
前 記 光 の 光 軸 方 向 に 沿 っ て 前 記 対 物 レ ン ズ の 集 光 位 置 と 前 記 試 料 の 位 置 を 相 対 的 に 移 動 さ
せ る 移 動 機 構 と 、
前 記 対 物 レ ン ズ の 集 光 位 置 と 共 役 な 位 置 に 配 置 さ れ る 共 焦 点 絞 り と 、
こ の 共 焦 点 絞 り を 通 過 す る 光 の 強 度 を 検 出 す る 光 検 出 器 と 、
前 記 対 物 レ ン ズ の 集 光 位 置 と 前 記 試 料 と の 相 対 位 置 を 検 出 す る 測 定 手 段 と 、
前 記 対 物 レ ン ズ の 集 光 位 置 と 前 記 試 料 の 相 対 位 置 を 変 化 さ せ 、 前 記 光 検 出 器 で 検 出 し た 光
強 度 の 最 大 光 強 度 値 を 含 む 複 数 の 光 強 度 情 報 と 前 記 測 定 手 段 で 検 出 し た 位 置 情 報 と に 基 づ
い て 光 強 度 情 報 が 示 す 変 化 曲 線 の 最 大 値 と 、 そ れ を 与 え る 相 対 位 置 を 推 定 し 、 こ の 推 定 し
た 光 強 度 の 最 大 値 と 相 対 位 置 を 、 反 射 輝 度 情 報 と 高 さ 情 報 と し て 共 焦 点 画 像 を 生 成 す る 処
理 制 御 手 段 と
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 共 焦 点 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 対 物 レ ン ズ の 光 軸 上 に 配 置 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 共 焦 点 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】

前 記 測 定 手 段 は 、 前 記 対 物 レ ン ズ の 光 軸 に 対 し て 略 対 称 に 配 置 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 共 焦 点 顕 微 鏡 。

前 記 測 定 手 段 は 、 ガ ラ ス ス ケ ー ル 又 は 、 レ ー ザ 干 渉 計 で 構 成 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 共 焦 点 顕 微 鏡 。



【 ０ ０ １ ７ 】
ま た 、 こ の 発 明 は 、 前 記 測 定 手 段 を 、 対 物 レ ン ズ の 光 軸 上 に 配 置 す る よ う に 構 成 し た 。 こ
れ に よ れ ば 、 簡 易 な 構 成 を 実 現 し た う え で 、 対 物 レ ン ズ の 集 光 位 置 と 試 料 と の 相 対 位 置 を
高 精 度 に 検 出 す る こ と が 可 能 と な る 。
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ま た 、 前 記 測 定 手 段 を 、 前 記 対 物 レ ン ズ の 光 軸 に 対 し て 略 対 称 に 配 置 す る よ う に 構 成 し た
。
ま た 、 前 記 測 定 手 段 は 、 ガ ラ ス ス ケ ー ル 又 は 、 レ ー ザ 干 渉 計 で 構 成 す る よ う に し た 。
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